
３ヶ月ごとに、それまでの授業料分のポイントをまとめて加算していきます。 

（例）４月・５月・６月の３ヶ月分合計授業料金額をポイント換算、７月中には保護者

様のゆめカードにチャージされます。 ※授業料が２万円の場合、３ヶ月合計６万円

⇒（１００円で１P換算ルール）⇒６万円で６００P（６００円分）ポイント加算！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年５月、イズミグループ株式会社ゆめカード様との話がまとまり、当塾ちくしの進学教室は「ゆめタ

ウン値引積立加盟店」として登録を受けました。ご存知のとおり、ゆめタウンのポイントカード（ゆめカード）は、１００円のお買

いものにつき、１ポイント（１円分）が還元される仕組みになっておりますが、このコラボ企画により、今後は、当塾にご納入

頂いている毎月の授業料も値引積立ポイントの対象となります。お支払いの授業料でポイントゲット！という、なんともお得

な「ちくしん感謝還元企画」、塾生保護者様特典として是非ご利用ください。以下、詳細をご確認ください。      塾長 

 

●ポイント還元の対象カード一覧（→） 

●ゆめカードの運用方法について（概要説明） 

 

 

 

 

                   
※絵柄は複数ありますが、同種のゆめかでｏｋ！ 

 

ポイント付与をご希望の保護者様は、下の申込書に 13 桁の

カード番号（クレジット併用カードの場合はクレジット番号

ではなく、最下部に記載のお客様番号）をご記入ください。

（※カード自体の提出は不要です） 

 

            ゆめタウン全店におきまして、「ゆめか（クレジットなしのゆめカード）」は即時発行できます。 

切 り 取 り 線 

ゆめカード値引積立ポイント申請書（ご家庭⇒ちくしの進学教室） 

提出日（    年   月   日） 

塾生氏名（学年） 

カード名義人氏名                     印 

      －         －  

13ケタのお客様番号です。クレジット番号ではありません。 ※最後にＰがついている場合もありますが、Ｐは不要です。 

兄弟姉妹がおられる場合は、 

塾生のお名前全員分をご記入 

ください。ご通塾いただいて 

いるお子様全員分の合計金額 

がポイント加算対象です！！ 

 

※値引積立ポイントの対象は、毎月の「授業料」です。教材費

や入塾金、消費税、合宿等の特別講座、各種検定や模試等

は対象外です。 

※どの種類のゆめカードをお持ちであっても、全員一律、100

円につき 1ポイントの還元率とします。 

※この申請書を当塾にご提出いただいた月の授業料から適用

開始、ポイント加算の対象となります。 

※ポイント付与日の前月に送付する月謝明細にて、加算額を

お知らせしております。 

※カードを変更された際は、随時ご連絡ください。 

 


